
新旧対照表 

【外国貿易等に関する統計基本通達（昭和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）】 
（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 1  

改正後 改正前 

別紙第１ 

 

統計国名符号表 

 

国名符号 国名 備考 

（省略） 

 

（省略） （省略） 

2 

 

ヨーロッパ州 ロシア領アジアを含む。 

201～243 

 

（省略） （省略） 

244 

 

北マケドニア  

 

 

（省略） 

 

（省略） （省略） 

3 北アメリカ州 ハワイを含む。 

 

301～324 （省略） （省略） 

 

325 米領バージン諸島 St.Thomas, St.John, Croix 及び

近接諸島を含む。 

 

326～331 

 

（省略） （省略） 

 

332 

 

英領バージン諸島 Tortola, Anegada Jost Van 

Dykes, Virgin Gorda 及び近接英

領諸島をいう。（旧 318 リーワ

ード及びウインドワード諸島（英

）の一部） 

 

（省略） （省略） （省略） 
 

別紙第１ 

 

統計国名符号表 

 

国名符号 国名 備考 

（同左）

 

（同左） （同左） 

2 

 

ヨーロッパ州 ロシア領アジアを含む。 

 

201～243 （同左） （同左） 

 

244 マケドニア旧ユーゴスラビ

ア共和国 

 

（同左）

 

（同左） （同左） 

3 北アメリカ州 ハワイを含む。 

 

301～324 （同左） （同左） 

 

325 米領ヴァージン諸島 St.Thomas, St.John, Croix 及び

近接諸島を含む。 

 

326～331

 

（同左） （同左） 

 

332 英領ヴァージン諸島 Tortola, Anegada Jost Van 

Dykes, Virgin Gorda 及び近接英

領諸島をいう。（旧 318 リーワ

ード及びウインドワード諸島（英

）の一部） 

 

（同左） （同左） （同左） 
 

 

別紙８



新旧対照表 

【外国貿易等に関する統計基本通達（昭和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）】 
（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 2  

改正後 改正前 

別紙第６ 
 

特恵税率適用符号表 
 
1. 令和の偶数年度の申告等に係るもの 
 

符号 区分 

（省略） （省略） 

 
2. 令和の奇数年度の申告等に係るもの 
 

符号 区分 

（省略） （省略） 
 

別紙第６ 
 

特恵税率適用符号表 
 

1. 平成の偶数年度の申告等に係るもの 
 

符号 区分 

（同左） （同左） 

 
2. 平成の奇数年度の申告等に係るもの 
 

符号 区分 

（同左） （同左） 
 

 

 


